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過年度遡及会計基準   企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計 
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〔略  語〕 
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問１ 過年度遡及会計基準の概要  

 

 

 

 

 

答  

１ 過年度遡及会計基準の概要  

 ⑴ 会計上の取扱い  

平成21年12月４日に企業会計基準委員会から企業会計基準第24号「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（過年度遡及会計基準）及び企業会計基準適用指針第

24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（過年度遡及会計適

用指針）が公表されています。  

過年度遡及会計基準は平成23年４月１日以後開始する事業年度の期首以後に行われ

る会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から適用することとされており、次の区分に応

じ、次のとおり、会計上の原則的な取扱いが示されています。  

区   分 会計上の原則的な取扱い  

会計上の変更注１   

 会計方針の変更注２ 遡及処理注６する（遡及適用注７） 

表示方法の変更注３ 遡及処理する（財務諸表の組替え注８） 

会計上の見積りの変更注４ 遡及処理しない  

過去の誤謬注５の訂正 遡及処理する（修正再表示注９） 

   (注 )１  「会計上の変更」とは、会計方針の変更、表示方法の変更及び会計上の見積りの変更

をいいます。過去の財務諸表における誤謬の訂正は、会計上の変更には該当しません（過

年度遡及会計基準４ .⑷）。  

２  「会計方針の変更」とは、従来採用していた一般に公正妥当と認められた会計方針か

ら他の一般に公正妥当と認められた会計方針に変更することをいいます（同基準４ .⑸）。 

３  「表示方法の変更」とは、従来採用していた一般に公正妥当と認められた表示方法か

ら他の一般に公正妥当と認められた表示方法に変更することをいいます（同基準４ .⑹）。 

４  「会計上の見積りの変更」とは、新たに入手可能となった情報に基づいて、過去に財

務諸表を作成する際に行った会計上の見積りを変更することをいいます（同基準４ .⑺）。 

５  「誤謬」とは、原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時

に入手可能な情報を使用しなかったことによる、又はこれを誤用したことによる、次の

ような誤りをいいます（同基準４ .⑻）。  

⑴  財務諸表の基礎となるデータの収集又は処理上の誤り  

⑵  事実の見落としや誤解から生じる会計上の見積りの誤り  

⑶  会計方針の適用の誤り又は表示方法の誤り  

６  「遡及処理」とは、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示により、過去の財務

諸表を遡及的に処理することをいいます（同基準 27.）。  

７  「遡及適用」とは、新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのよう

に会計処理することをいいます（同基準４ .⑼）。  

８  「財務諸表の組替え」とは、新たな表示方法を過去の財務諸表に遡って適用していた

かのように表示を変更することをいいます（同基準４ .⑽）。  

９  「修正再表示」とは、過去の財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表に反映すること

をいいます（同基準４ .⑾）。  

 

 

 

 

 

問 過年度遡及会計基準とはどのようなものですか。  

  また、この過年度遡及会計基準に従って会計処理を行った場合に、法人税の税務処理

にはどのような影響があるのでしょうか。  
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⑵ 遡及適用及び修正再表示の方法  

「会計方針の変更」に基づく遡及適用がされた場合及び「過去の誤謬の訂正」に基

づく修正再表示がされた場合には、過年度の期間に関する累積的影響額を、表示する

財務諸表のうち最も古い期間注の期首の資産、負債及び純資産の額に反映することと

されています。  

(注 ) 金融商品取引法上の財務諸表は、当期の比較情報として前期分の財務諸表を含めて作成

することとされていることから（財務諸表等規則６、連結財務諸表規則８の３）、「表示す

る財務諸表のうち最も古い期間」は「前期」となります。  

他方、会社法上の計算書類は当期分のみを作成することとされていることから（会社法

435②）、「表示する財務諸表のうち最も古い期間」は「当期」となります。  

この情報では、会社法上の計算書類を前提に説明をしています。  

 

２ 税務処理への主な影響 

 ⑴ 当期における申告調整  

法人税の確定申告は「確定した決算」に基づき行うこととされていますが（法 74①）、

過年度遡及会計基準に基づく遡及処理は過去に「確定した決算」を修正するものでは

ありませんので、遡及処理が行われた場合でも、その過年度の確定申告において誤っ  

た課税所得の計算を行っていたのでなければ、過年度の
．．．．

法人税の課税所得の金額や税 

額に対して影響を及ぼすことはありません。 

(注 ) 「誤った課税所得の計算を行っていた」とは、例えば、過年度の売上計上漏れなどがあ

った場合をいい、この場合には影響が生ずることとなります。  

ただし、上記１⑵の方法により遡及適用及び修正再表示を行う結果、利益剰余金の 

前期末残高と当期首残高が不一致となることから、税務上は、当期の
．．．

法人税申告書別 

表において所要の調整を行うことが必要になります。 

この情報では問２から問８までにおいて、具体的にどのように申告書別表で調整を

行うのかを設例に基づき説明しています。  

 ⑵ 仮装経理に基づく過大申告があった場合の「修正の経理」  

法人の提出した確定申告書に記載された所得の金額が、粉飾決算など事実を仮装し

て経理したことにより過大となっている場合には、当該法人が仮装経理をした事業年

度後の各事業年度において当該事実に係る「修正の経理」をし、かつ、「修正の経理」

をした事業年度の確定申告書を提出するまでの間、税務署長は更正をしないことがで

きることとされています（法 129①）。 

この「修正の経理」について、過年度遡及会計基準の導入前には、仮装経理をした

法人が、その仮装経理をした事業年度後の事業年度の確定決算において「前期損益修

正損」等として経理することにより修正の事実を明らかにすることと一般に取り扱わ

れていましたが、過年度遡及会計基準の導入後においては、通常、「前期損益修正損」

等の勘定科目を用いた経理処理ではなく、修正再表示の処理が行われることになりま

す。 

この情報では問８において、このような法人が行った修正再表示は、「修正の経理」

として取り扱われる旨を設例に基づき説明しています。  

 



- 3 -  

 

問２ 会計方針の変更があった場合（棚卸資産の評価方法の変更）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答  

【前期】  

過年度遡及会計基準による遡及適用を行ったとしても、所定の手続を経て確定した前 

期の決算に影響を及ぼすものではありませんので、前期末
．．．

の棚卸資産550（先入先出法） 

には変更がありません。 

また、前期の確定申告において誤った課税所得の計算を行っていたのではないことか

ら、前期の法人税の課税所得の計算について、特段の調整は要しません。  

 

【当期】  

過年度遡及会計基準を適用して遡及処理を行った結果、会計上の当期
．．

首
．
の棚卸資産は 

500（総平均法）となります。  

他方、税務上の当期首の棚卸資産は、前期の確定した決算における 550（先入先出法）

となります。  

会計上の計算と税務上の計算とを比較すると、会計においては、当期首の棚卸資産が

50少なく計上されることによって、当期の原価が50少なく計上されることとなります。 

したがって、当期の確定申告書において、上記の棚卸資産 50に対応する原価50を、当

期の課税所得の計算に含めるための税務調整を行う必要があります。具体的には、当期

の別表四において、原価50を減算（留保）することになります。  

また、遡及処理を行った結果、会計上は利益剰余金の前期末残高よりも当期首残高が

50少なく表示されることに伴って、当期の別表五（一）の「繰越損益金」の期首金額欄

にも50少なく表示された金額を記載することになりますが、税務上の利益積立金額の前

期末金額と当期首金額には変動がありませんので、当期の別表五（一）の期首金額欄に

おいて、この50を過年度遡及による影響額として調整することが必要となります。  

具体的な申告書の記載方法等については、次ページ以降を参照してください。  

 

 

 ※前提事実を明確にするため、問に(注)を追加しました。（平成24年９月14日）  

問 当社では、前期は先入先出法により棚卸資産の評価を行っていましたが、当期から総

平均法に変更することとしました。  

  この会計方針の変更に伴い、過年度遡及会計基準を適用して遡及処理を行ったとこ

ろ、前期末の棚卸資産は遡及適用前の 550（先入先出法）から遡及適用により 500（総平

均法）に減少したため、当期首の棚卸資産及び利益剰余金を、それぞれ 50減額する処理

を行いました。 

この場合の税務処理はどのようになりますか。 

なお、法人税法施行令第30条第２項の棚卸資産の評価方法の変更承認申請書は当期の

開始の日の前日までに税務署長に提出済みであり、当期末までにその承認を受けていま

す。 

 (注 ) 総平均法は月別総平均法を採用しており、当期中でいったん期首残高は全て払い出され、そ

の後仕入れたものが当期末残高として残っているものとします。  
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＜会計処理＞  

 前期の棚卸資産の残高等は次表のとおりです。 

 前期首残高 

(イ) 

前期仕入高  

(ロ) 

前期末残高  

(ハ) 

前期原価  

(イ＋ロ－ハ) 

先入先出法 300 8,000 550 7,750 

総 平 均 法 300 8,000 500 7,800 

 

【前期】  

○先入先出法を採用（当初）  

        Ｂ/Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

○総平均法で会計処理したと仮定した場合  

        Ｂ/Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

【当期】  

○総平均法を採用（会計方針を変更）  

        Ｂ/Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

 

株主資本等変動計算書（抜粋） 

 

 

棚 卸 資 産  

     550 

資 本 金 

   1,000 

そ の 他 

1,100 

利 益 剰 余 金 

650 

原 価 

7,750 

売 上 

8,400 

当 期 利 益 金 

     650 

 

棚 卸 資 産  

   500 

資 本 金 

   1,000 

そ の 他 

1,100   

利 益 剰 余 金 

600 

原 価 

7,800 

売 上 

8,400 

当 期 利 益 金 

600 

 

棚 卸 資 産  

600 

資 本 金 

   1,000 

そ の 他 

1,900 

利 益 剰 余 金 

1,500 

原 価 

8,000 

売 上 

8,900 

当 期 利 益 金 

    900 

 

株主資本  1,000 

利益剰余金   

 当期首残高  650 

 会計方針の変更による 

累積的影響額  

 

△50 

 遡及処理後当期首残高 600 

 当期変動額   

  当期純利益  900 

 当期変動額計  900 

 当期末残高  1,500 

○Ａ  

○Ｃ  

○Ｂ  

○Ｃ  

（○Ｃ ＋○Ｂ ） 

○Ｂ  

期首  

500 
期首  

550 

期末  

600 期末  

600 

原価  

8,000 

原価  

8,050 

期中  

仕入  

8,100 
期中  

仕入  

8,100 

差額の 50を申告調整により  

原価として損金算入  

棚卸資産 (会計上 ) 棚卸資産 (税務上 ) 
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＜税務処理＞  

【前期】  

○確定申告  

別表四 

区分  総額 留保分  社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  650 650  

加算  
  

 

減算  
  

 

所得金額又は欠損金額  650 650  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増 期末金額 

     

     

繰越損益金    650 650 

差引合計額    650 650 

 

【当期】  

○確定申告  

別表四 

区分  総額 留保分  社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  900 900  

加算  
  

 

減算 原価認容（過年度遡及） 50 50  

所得金額又は欠損金額  850 850  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増 期末金額 

     

棚卸資産（過年度遡及） 50 50  0 

繰越損益金  600 600 1,500 1,500 

差引合計額  650 650 1,500 1,500 

 

○Ａ  

○Ｂ  

過年度遡及による影響額 50(棚卸資

産 )と当期の期首繰越損益金 600との

合計額650は、前期の期末繰越損益金

650と一致する。  

○Ｃ  

［記載に当たっての留意点］  

当期の別表五（一）の「繰越損益金」の期首金額には、遡及適用後の利益剰余

金（前期末よりも50少ない金額）を記載します。  

また、「区分」の空欄に「棚卸資産（過年度遡及）」等の勘定科目を付して、期

首金額に50を記載します。  
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問３ 会計方針の変更があった場合（出荷基準から検収基準への変更）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答 

会計方針の変更を行う前の売上30及びこれに対応する原価20（30－20＝利益10）につ

いては、前期の確定決算における当期純利益に含まれていますので、その確定決算に基

づいて計算された前期の課税所得に含まれていることになります。  

一方、当期に会計方針の変更を行って検収基準を採用した場合には、上記の売上30は

当期に検収していますから、この売上 30及びこれに対応する原価20（利益10）は当期の

確定決算における当期純利益に含まれることになり、これを放置した場合には当期の課

税所得にも重複して含まれることになります。  

したがって、当期の確定申告書において、上記の売上30及びこれに対応する原価 20（利

益10）を、当期の課税所得の計算から除外するための税務調整を行う必要があります。

具体的には、当期の別表四において、売上30を減算（留保）し、原価20を加算（留保）

することになります。  

また、遡及処理を行った結果、利益剰余金の前期末残高と当期首残高が不一致となる

ことから、これに対応して別表五（一）での調整が必要となります。  

具体的な申告書の記載方法等については、次ページ以降を参照してください。  

問 当社では、前期は出荷基準により売上を計上していましたが、当期から売上の計上基

準を検収基準に変更することとしました。  

  この会計方針の変更に伴い、過年度遡及会計基準を適用して遡及処理を行うため、前

期の処理の見直しを行ったところ、前期中に出荷したものの前期末までに未検収（当期

において検収）であった商品に係る売上30及びこれに対応する原価 20があり、これらが

前期に計上されていることが判明しました。  

会計上、検収基準への変更を前期に遡及適用した場合、この売上30及びこれに対応す

る原価20はいずれも前期に計上すべきではなかったことになります。したがって、前期

の会計上の利益は10（売上30－原価20）だけ過大に計上されていたことになりますので、

当期首の利益剰余金を前期末の貸借対照表表示額よりも 10減額させる処理を行うこと

になります。  

この場合の税務処理はどのようになりますか。 
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＜会計処理＞  

【前期】  

○出荷基準を採用（当初）  

        Ｂ/Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

 

○検収基準で会計処理したと仮定した場合  

        Ｂ/Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

※ 前期中に未検収の売上30、原

価20を除外する。  

 

【当期】  

○検収基準を採用（会計方針を変更）  

        Ｂ/Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

 

株主資本等変動計算書（抜粋） 

 

売 掛 金 

     500 

資 本 金  

   150 

 利 益 剰 余 金 

350 

原 価 

150 

売 上 

500 

当 期 利 益 金 

     350 

 

売 掛 金 

   470 

資 本 金  

   150 

棚 卸 資 産  

  20 

利 益 剰 余 金 

340 

原 価 

130 

売 上 

470 

当 期 利 益 金 

340 

 

売 掛 金 

1,500 

資 本 金  

   150 

そ の 他 

50 

利 益 剰 余 金 

1,400 

原 価 

470 

売 上 

1,530 

当 期 利 益 金 

    1,060 

 

株主資本  150 

利益剰余金   

 当期首残高  350 

 会計方針の変更による 

累積的影響額  

 

△10 

 遡及処理後当期首残高 340 

 当期変動額   

  当期純利益  1,060 

 当期変動額計  1,060 

 当期末残高  1,400 

○Ａ  

○Ｃ  

○Ｂ  

○Ｃ  

（○Ｃ ＋○Ｂ ） 

○Ｂ  
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＜税務処理＞  

【前期】  

○確定申告  

別表四 

区分  総額 留保分 社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  350 350  

加算  
  

 

減算  
  

 

所得金額又は欠損金額  350 350  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

     

     

繰越損益金    350 350 

差引合計額    350 350 

 

【当期】  

○確定申告  

別表四 

区分  総額 留保分 社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  1,060 1,060  

加算 原価過大計上(過年度遡及) 20 20  

減算 売上過大計上(過年度遡及) 30 30  

所得金額又は欠損金額  1,050 1,050  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

売掛金（過年度遡及）  30 30  0 

棚卸資産（過年度遡及） △20 △20  0 

繰越損益金  340 340 1,400 1,400 

差引合計額  350 350 1,400 1,400 

 

○Ａ  

○Ｂ  

○Ｃ  

過年度遡及による影響額 10(30(売掛

金 )＋△ 20(棚卸資産 ))と当期の期首

繰越損益金 340との合計額 350は、前

期の期末繰越損益金350と一致する。 

［記載に当たっての留意点］  

当期の別表五（一）の「繰越損益金」の期首金額には、遡及適用後の利益剰余

金（前期末よりも10少ない金額）を記載します。  

また、「区分」の空欄に「売掛金（過年度遡及）」及び「棚卸資産（過年度遡及）」

等の勘定科目を付して、それぞれの期首金額に 30及び△20を記載します。  
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問４ 会計方針の変更があった場合（検収基準から出荷基準への変更）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答  

会計方針の変更を行う前の未検収の商品に係る売上30及びこれに対応する原価20（30

－20＝利益10）については、前期の確定決算における当期純利益には含まれておらず、

その確定決算に基づいて計算された前期の課税所得にも含まれていません。 

一方、当期に会計方針の変更を行って出荷基準を採用した場合には、上記の売上30は

前期に出荷していますから、この売上 30及びこれに対応する原価20（利益10）は当期の

確定決算における当期純利益に含まれないことになり、これを放置した場合には前期及

び当期の課税所得のいずれにも含まれないこととなります。  

したがって、当期の確定申告書において、上記の売上30及びこれに対応する原価 20（利

益10）を、当期の課税所得の計算に含めるための税務調整を行う必要があります。具体

的には、当期の別表四において、売上30を加算（留保）し、原価20を減算（留保）する

ことになります。  

また、遡及処理を行った結果、利益剰余金の前期末残高と当期首残高が不一致となる

ことから、これに対応して別表五（一）での調整が必要となります。 

具体的な申告書の記載方法等については、次ページ以降を参照してください。  

 

問 当社では、前期は検収基準により売上を計上していましたが、当期から売上の計上基

準を出荷基準に変更することとしました。 

この会計方針の変更に伴い、過年度遡及会計基準を適用して遡及処理を行うため、前

期の処理の見直しを行ったところ、前期中に出荷したものの前期末までに未検収（当期

において検収）であった商品に係る売上 30及びこれに対応する原価 20があり、これらが

前期に計上されていないことが判明しました。 

会計上、出荷基準への変更を前期に遡及適用した場合、この売上 30及びこれに対応す

る原価20はいずれも前期に計上すべきであったことになります。したがって、前期の会

計上の利益は 10（売上 30－原価20）だけ過少に計上されていたことになりますので、当

期首の利益剰余金を前期末の貸借対照表表示額よりも 10増額させる処理を行うことに

なります。  

  この場合の税務処理はどのようになりますか。  
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＜会計処理＞  

【前期】  

○検収基準を採用（当初）  

        Ｂ/Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

 

○出荷基準で会計処理したと仮定した場合  

        Ｂ/Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

※ 前期中に出荷済みの売上30、

原価20を含める。  

 

【当期】  

○出荷基準を採用（会計方針を変更）  

        Ｂ/Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

※ 前期中に出荷済みの売上30、

原価20が含まれていない。  

 

株主資本等変動計算書（抜粋） 

株主資本  150 

利益剰余金   

 当期首残高  340 

 会計方針の変更による 

累積的影響額  

 

10 

 遡及処理後当期首残高 350 

 当期変動額   

  当期純利益  1,050 

 当期変動額計  1,050 

 当期末残高  1,400 

 

売 掛 金 

     470 

資 本 金  

   150 

棚 卸 資 産  

  20 

利 益 剰 余 金 

340 

原 価 

130 

売 上 

470 

当 期 利 益 金 

     340 

 

売 掛 金 

   500 

資 本 金  

   150 

 利 益 剰 余 金 

350 

原 価 

150 

売 上 

500 

当 期 利 益 金 

350 

 

売 掛 金 

1,500 

資 本 金  

   150 

そ の 他 

50 

利 益 剰 余 金 

1,400 

原 価 

450 

売 上 

1,500 

当 期 利 益 金 

    1,050 

 

○Ａ  

○Ｃ  

○Ｂ  

○Ｃ  

（○Ｃ ＋○Ｂ ） 

○Ｂ  
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＜税務処理＞  

【前期】  

○確定申告  

別表四 

区分  総額 留保分 社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  340 340  

加算  
  

 

減算  
  

 

所得金額又は欠損金額  340 340  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

     

     

繰越損益金    340 340 

差引合計額    340 340 

 

【当期】  

○確定申告  

別表四 

区分  総額 留保分 社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  1,050 1,050  

加算 売上計上漏れ(過年度遡及) 30 30  

減算 原価認容(過年度遡及) 20 20  

所得金額又は欠損金額  1,060 1,060  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

売掛金（過年度遡及）  △30 △30  0 

棚卸資産（過年度遡及） 20 20  0 

繰越損益金  350 350 1,400 1,400 

差引合計額  340 340 1,400 1,400 

 

○Ａ  

○Ｂ  

○Ｃ  

過 年 度 遡 及 に よ る 影 響 額 △ 10(△

30(売掛金 )＋ 20(棚卸資産 ))と当期

の期首繰越損益金 350との合計額 340

は、前期の期末繰越損益金 340と一致

する。 

［記載に当たっての留意点］  

当期の別表五（一）の「繰越損益金」の期首金額には、遡及適用後の利益剰余

金（前期末よりも10多い金額）を記載します。 

また、「区分」の空欄に「売掛金（過年度遡及）」及び「棚卸資産（過年度遡及）」

等の勘定科目を付して、それぞれの期首金額に△ 30及び20を記載します。  
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問５ 過去の誤謬の訂正があった場合（税務上は是正を要しないとき）  

 

 

 

 

 

 

 

答 

  土地に係る過年度の減損損失の計上漏れのように、会計上は誤り（過年度の利益が過

大に表示されているもの）であるものの、税務上はその土地を売却等するまでは損金算

入が認められないため課税所得の是正を要しないものについては、会計上の修正再表示

が行われたとしても、過年度及び当期の課税所得の計算には影響がありません。 

  ただし、修正再表示を行った結果、利益剰余金の前期末残高と当期首残高が不一致と

なることから、これに対応して別表五（一）での調整が必要となります。  

具体的な申告書の記載方法等については、次ページ以降を参照してください。  

問 当社の内部監査において、前期に土地に係る減損損失 500 が計上漏れとなっているこ

とが判明しました。この減損損失計上漏れは、会計上の誤謬に該当すると判断し、当期

首の利益剰余金を 500 減額する修正再表示を行うこととしました。  

  一方、この減損損失は税務上、損金の額には算入されませんが、特段の税務処理は必

要となりますか。  
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＜会計処理＞  

【前期】  

○当初（確定決算）  

        Ｂ/Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

 

○正当（減損損失を計上したと仮定した場合）  

        Ｂ/Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

 

 

【当期】  

        Ｂ/Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

 

株主資本等変動計算書（抜粋） 

株主資本  100 

利益剰余金   

 当期首残高  2,000 

 過去の誤謬の訂正による 

累積的影響額  

 

△500 

 遡及処理後当期首残高 1,500 

 当期変動額   

  当期純利益  2,500 

 当期変動額計  2,500 

 当期末残高  4,000 

 

 

土 地 

2,000 

資 本 金  

   100 

そ の 他 

100 

利 益 剰 余 金 

 2,000 

原 価 

   8,000 

売 上 

10,000 

当 期 利 益 金 

   2,000 

 

土 地 

1,500 

資 本 金  

   100 

そ の 他 

100 

利 益 剰 余 金 

 1,500 

原 価 

   8,000 

売 上 

10,000 

減 損 損 失  

500 

 

当 期 利 益 金 

   1,500 

 

土 地 

1,500 

資 本 金  

   100 

そ の 他 

2,600 

利 益 剰 余 金 

 4,000 

原 価 

   9,500 

売 上 

12,000 

当 期 利 益 金 

   2,500 

 

○Ａ  

○Ｃ  

○Ｂ  

○Ｃ  

（○Ｃ ＋○Ｂ ） 

○Ｂ  
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＜税務処理＞  

【前期】  

○確定申告  

別表四 

区分  総額 留保分 社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  2,000 2,000  

加算  
  

 

減算  
  

 

所得金額又は欠損金額  2,000 2,000  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

     

     

繰越損益金    2,000 2,000 

差引合計額    2,000 2,000 

 

【当期】  

○確定申告  

別表四 

区分  総額 留保分 社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  2,500 2,500  

加算  
  

 

減算  
  

 

所得金額又は欠損金額  2,500 2,500  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

     

土地（過年度遡及）  500   500 

繰越損益金  1,500 1,500 4,000 4,000 

差引合計額  2,000 1,500 4,000 4,500 

 

○Ａ  

○Ｂ  

○Ｃ  

過年度遡及による影響額 500(土地 )

と当期の期首繰越損益金 1,500との

合計額 2,000は、前期の期末繰越損

益金2,000と一致する。 

［記載に当たっての留意点］ 

当期の別表五（一）の「繰越損益金」の期首金額には、修正再表示後の利益剰

余金（前期末よりも500少ない金額）を記載します。  

また、「区分」の空欄に「土地（過年度遡及）」等の勘定科目を付して、期首金

額に500を記載します。 
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問６ 減価償却資産に係る過去の誤謬の訂正があった場合の当期以後の処理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答  

お尋ねのケースについて、過年度遡及会計基準の導入前においては、誤謬が判明した

当期において、会計上、減損損失計上漏れ450について、前期損益修正損に計上するとい

う処理が行われるのが一般的でした。そして、税務上は、法人が計上した減損損失の金

額のうち損金算入されない金額は「償却費として損金経理をした金額」に含まれること

とされていることから（法人税基本通達７－５－１⑸(注)）、その450について別表四で

加算（留保）し、別表五（一）の当期増に減価償却超過額として記載するといった申告

調整が行われていました。  

お尋ねは、過年度遡及会計基準による修正再表示の結果のみを見ると、減損損失計上

漏れ450が当期首の建物の帳簿価額から直接減額されて表示されることから、その減損損

失計上漏れ450は法人税法第31条第１項の「当該事業年度においてその償却費として損金

経理をした金額」には含まれないのではないかというものです（仮に含まれないと解し

た場合には、当期以後の各事業年度において、建物の減損損失の否認額 450を対象とした

減価償却は、税務上は認められないことになります。）。  

この点、過年度遡及会計基準における「修正再表示」とは、「過去の財務諸表における

誤謬の訂正を財務諸表に反映すること」（過年度遡及会計基準４ .⑾）とされ、また会社

計算規則上、「修正再表示」に相当する概念として設けられた「誤謬の訂正」とは、「当

該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類における誤りを訂正した

と仮定して計算書類又は連結計算書類を作成すること」とされています（会社計算規則

２③六十四）。 

お尋ねのケースの修正再表示の処理では、当期首において、前期末の資産、負債及び

純資産残高に対し、次の①及び②の修正の結果を反映させ、遡及処理後の当期首の資産、

負債及び純資産残高を算出することになります。  

① 前期末における減損損失の計上漏れ（建物の過大計上）の修正  

減損損失    450 ／ 建物    450 

② ①の修正に伴う当期首の利益剰余金の修正 

   利益剰余金    450 ／ 減損損失   450 

  このように修正再表示は、上記の①及び②の修正結果を表示するものであること、言

い換えれば、損金経理をしたのと同一の結果を表示するものです。したがって、お尋ね

の修正再表示の処理は、当期首において損金経理をしたものと同一視し得るものですか

ら、減損損失の否認額 450は、「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものとし

て差し支えありません。 

具体的な申告書の記載方法等については、次ページ以降を参照してください。  

問 当社の内部監査において、前期に建物に係る減損損失（税務上は損金不算入）450が

計上漏れとなっていることが判明しました。この減損損失計上漏れは、会計上の誤謬に

該当すると判断し、当期首の利益剰余金を 450減額する修正再表示を行うこととしまし

た。 

  この場合において、本件建物について当期以後の償却費の計算を行うときに、修正再

表示の対象となった 450は、法人税法第 31条第１項の「償却費として損金経理をした金

額」に含まれるものと解してよいですか。  
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＜会計処理＞  

【前期】  

○当初（確定決算）  

        Ｂ/Ｓ                  Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

 

 

 

○正当（減損損失を計上したと仮定した場合）  

        Ｂ/Ｓ                  Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

【当期】  

        Ｂ/Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

 

 

 

株主資本等変動計算書（抜粋） 

株主資本  100 

利益剰余金   

 当期首残高  2,000 

 過去の誤謬の訂正による 

累積的影響額  

 

△450 

 遡及処理後当期首残高 1,550 

 当期変動額   

  当期純利益  2,450 

 当期変動額計  2,450 

 当期末残高  4,000 

 

建 物 

2,000 

資 本 金  

   100 

建物償却累計額 

△200 

利 益 剰 余 金 

 2,000 

そ の 他 

300 

 

原 価 

   7,800 

売 上 

10,000 

減 価 償 却 費  

200 

 

当 期 利 益 金 

   2,000 

 

建 物 

1,550 

資 本 金  

   100 

建物償却累計額 

△200 

利 益 剰 余 金 

 1,550 

そ の 他 

300 

 

原 価 

   7,800 

売 上 

10,000 

減 価 償 却 費  

200 

 

減 損 損 失  

450 

 

当 期 利 益 金 

   1,550 

 

建 物 

1,550 

資 本 金  

   100 

建物償却累計額 

△350 

利 益 剰 余 金 

 4,000 

そ の 他 

2,900 

 

原 価 

   9,400 

売 上 

12,000 

減 価 償 却 費  

150 

 

当 期 利 益 金 

   2,450 

 

○Ａ  

○Ｃ  

○Ｂ  

○Ｃ  

（○Ｃ ＋○Ｂ ） 

○Ｂ  

［前提事実］  

建物の償却方法として定額法を採用して

おり、この建物の償却率は 0.1（耐用年数 10

年）とします。  

また、会計上、この減損損失は、前期末

（前期の減価償却費計上後）に計上すべき

であったものとし、当期以後の減価償却費

は、当期首の会計上の帳簿価額 1,350（取得

価額 2,000から前期までの償却累計額 200及

び前期に計上すべき減損損失額 450の合計

額 650を控除した金額）を定額法により残存

耐用年数（９年）に均等に配分するため、

毎期 150ずつ計上するものとします。  

会計上の減価償却費及び減損損失は、このページ右下に記載の［前提

事実］の下、計上されたものとして計算しています。  
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＜税務処理＞  

【前期】  

○確定申告  

別表四 

区分  総額 留保分 社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  2,000 2,000  

加算  
  

 

減算  
  

 

所得金額又は欠損金額  2,000 2,000  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

     

     

繰越損益金    2,000 2,000 

差引合計額    2,000 2,000 

 

【当期】  

○確定申告  

別表四 

区分  総額 留保分 社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  2,450 2,450  

加算  
  

 

減算 減価償却超過額の当期認容額 50 50  

所得金額又は欠損金額  2,400 2,400  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

     

建物償却超過額（過年度遡及）  450 50  400 

繰越損益金  1,550 1,550 4,000 4,000 

差引合計額  2,000 1,600 4,000 4,400 

(注) 税務上の償却限度額：2,000×0.1＝200 

会計上の償却計上額： 1,350×  ＝150 

税務上の償却認容額： 200－150＝50 

○Ａ  

○Ｂ  

○Ｃ  

過年度遡及による影響額 450(建物償

却超過額 )と当期の期首繰越損益金

1,550との合計額 2,000は、前期の期

末繰越損益金 2,000と一致する。  

［記載に当たっての留意点］  

当期の別表五（一）の「繰越損益金」の期首金額には、修正再表示後の利益剰

余金（前期末よりも450少ない金額）を記載します。  

また、「区分」の空欄に「建物償却超過額（過年度遡及）」等の勘定科目を付し

て、期首金額に450を記載します。  

１  

９  
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問７ 過去の誤謬の訂正があった場合（税務上も是正を要するとき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

答   

過年度の売上の計上漏れ、費用の過大計上などのように、会計上は誤り（過年度の利

益が過少に表示されているもの）であり、税務上も課税所得金額を是正（増額）すべき

ものについては、会計上の修正再表示を行うとともに、税務上も修正申告を行って、過

年度の課税所得計算を是正することになります。  

具体的な申告書の記載方法等については、次ページ以降を参照してください。  

問 当期中に行われた税務調査において、前期に計上すべき売上 500が計上漏れとなって

いることが判明しました。なお、入金があった現金500は、会計帳簿に記載しておらず、

別途会社で保管していました。  

  この売上の計上漏れは、会計上の誤謬に該当することから、当期首の利益剰余金を 500

増額する修正再表示を行います。  

  この場合の税務処理はどのようになりますか。  
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⑴ 前期分の処理  

＜会計処理＞  

○当初（確定決算）  

         Ｂ /Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

○正当（売上を計上したと仮定した場合）  

         Ｂ /Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

＜税務処理＞  

○確定申告  

別表四 

区分  総額 留保分 社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  2,000 2,000  

加算  
  

 

減算  
  

 

所得金額又は欠損金額  2,000 2,000  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

     

     

繰越損益金    2,000 2,000 

差引合計額    2,000 2,000 

 

○修正申告  

別表四 

区分  総額 留保分 社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  2,000 2,000  

加算 売上計上漏れ（現金） 500 500  

減算  
  

 

所得金額又は欠損金額  2,500 2,500  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

     

現金（売上計上漏れ）    500 500 

繰越損益金    2,000 2,000 

差引合計額    2,500 2,500 

 

売 掛 金 

  2,100 

資 本 金 

   100 

 利 益 剰 余 金 

2,000 

原 価 

   8,000 

売 上 

   10,000 

当 期 利 益 金 

   2,000 

 

売 掛 金 

   2,100 

資 本 金 

   100 

現 金 

500 

利 益 剰 余 金 

 2,500 

原 価 

   8,000 

売 上 

    10,500 

当 期 利 益 金 

   2,500 

 

○Ａ  

○Ｃ  

○Ａ  

○Ａ  
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⑵ 当期分の処理  

＜会計処理＞  

         Ｂ /Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

 

株主資本等変動計算書（抜粋） 

株主資本  100 

利益剰余金   

 当期首残高  2,000 

 過去の誤謬の訂正による 

累積的影響額  

 

500 

 遡及処理後当期首残高 2,500 

 当期変動額   

  当期純利益  1,500 

 当期変動額計  1,500 

 当期末残高  4,000 

 

＜税務処理＞ 

○確定申告  

別表四 

区分  総額 留保分 社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  1,500 1,500  

加算  
  

 

減算  
  

 

所得金額又は欠損金額  1,500 1,500  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

     

     

繰越損益金  2,500 2,500 4,000 4,000 

差引合計額  2,500 2,500 4,000 4,000 

 

売 掛 金 

  3,000 

資 本 金 

   100 

そ の 他 

1,100 

利 益 剰 余 金 

4,000 

原 価 

   10,500 

売 上 

   12,000 

当 期 利 益 金 

   1,500 

 

○Ｃ  

○Ｂ  

○Ｂ  

（○Ｃ ＋○Ｂ ） 

○Ｂ  

［記載に当たっての留意点］  

前期の誤謬を修正再表示することにより、会計上、当期首に現金と利益剰余金

をそれぞれ500増額する処理が行われ、その時点で税務との差異が解消されます。 

したがって、前期の別表五（一）の現金（売上計上漏れ）の期末金額 500は当

期の別表五（一）の期首金額には転記せず、当期の繰越損益金の期首金額には、

修正再表示後の 2,500（前期末の利益剰余金 2,000＋累積的影響額 500）を記載し

ます。 

当期の期首繰越損益金 2,500は、前

期の修正申告により計上された現

金 500 と 前 期 の 期 末 繰 越 損 益 金

2,000との合計額2,500と一致する。 

○Ｃ  
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問８ 仮装経理があった場合の修正経理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答 

 お尋ねのような修正再表示による処理は、法人税法第 129条の「修正の経理」として認

められます。  

 

【解説】  

１ 法人税法第129条の「修正の経理」については、過年度遡及会計基準の導入前において、

仮装経理をした法人がその仮装経理をした事業年度後の事業年度の確定決算において

「前期損益修正損」等として経理することにより修正の事実を明らかにすることと一般

に取り扱われてきました。  

この過年度遡及会計基準導入前の取扱いは、過年度の仮装経理を修正した事実を明確

に表示することを義務付けることにより、粉飾を防止し、真実の経理の公開を確保しよ

うという趣旨によるものです（大阪地裁平成元年６月 29日判決参照）。  

過年度遡及会計基準導入後には、過去の誤謬の訂正は、原則として修正再表示により

行われ、会社法上の計算書類において、過年度の累積的影響額を当期首の資産、負債及

び純資産の額に反映するとともに、誤謬の内容等を注記することとされました。  

(注 ) 重要性の判断に基づき、修正再表示しない場合には、損益計算書上、その性質により、営

業損益又は営業外損益として計上することが一般的とされています（過年度遡及会計基準

65.）ので、これによる場合には従来どおりの「修正の経理」が行われることになります。  

 

２ この修正再表示による処理は、当期首において過年度の収益の過大計上や費用の過少

計上（資産の過大計上や負債の過少計上）の修正及びこれに伴う当期首の利益剰余金の

修正の結果を表示するものであり（次ページ以降の設例参照）、「前期損益修正損」等に

より経理した結果と同一の結果を表示するものです。したがって、お尋ねの修正再表示

による処理は、当期首において「前期損益修正損」等による経理をしたものと同一視し

得るものですから、法人税法第129条の「修正の経理」として取り扱って差し支えありま

せん。 

具体的な申告書の記載方法等については、次ページ以降の設例を参照してください。  

問 当社は、前期に仮装経理（いわゆる粉飾決算）をしたところに基づき過大申告を行っ

ていましたが、これを是正するため、当期において法人税法第 129条の「修正の経理」

を行った上で、所定の手続により法人税額の還付又は控除を受けたいと考えています。 

  ところで、当社が前期に行った仮装経理は会計上の誤謬に該当すると考えますので、

その是正に当たっては修正再表示による処理を行うことになります。  

  この修正再表示による是正を行った場合でも、法人税法第 129条の「修正の経理」と

認められるのでしょうか。  
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【設例】  

⑴ 当社は、前期において、確定決算に基づく当期純利益を 2,000として確定申告を行った。 

⑵ 当期において、前期の当期純利益には、売上（売掛金） 300、棚卸資産200の粉飾計上

による利益500が含まれていたことが判明したため、会計上の修正再表示により利益剰余

金の当期首残高の是正を行い、当期分の確定申告を行った。 

 （修正内容）① 前期の売上過大計上（売掛金過大計上）の修正 

売上     300 ／ 売掛金   300 

       ② 前期の原価過少計上（棚卸資産過大計上）の修正 

      原価     200 ／ 棚卸資産  200 

③ ①及び②の修正に伴う当期首の利益剰余金の修正  

        利益剰余金  500   売上    300 

                     原価    200 

⑶ 所轄税務署長は、⑵の修正再表示が前期の仮装経理についての修正であることを確認

した上で、前期の更正を行う。  

(注 ) 上記の確認は、法人税の確定申告書に添付することとされている「過年度事項の修正の内

容を記載した書類」等で行う（問９参照）。  

 

【設例の場合の会計処理及び税務処理】  

⑴ 前期の確定申告（設例の⑴の段階）  

＜会計処理＞  

【前期】  

○当初（確定決算）  

         Ｂ /Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

 

 

＜税務処理＞  

【前期】  

○確定申告  

別表四 

区分  総額 留保分 社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  2,000 2,000  

加算  
  

 

減算  
  

 

所得金額又は欠損金額  2,000 2,000  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

     

     

繰越損益金    2,000 2,000 

差引合計額    2,000 2,000 

 

売 掛 金 

  1,000 

資 本 金 

   100 

棚 卸 資 産  

  500 

利 益 剰 余 金 

 2,000 

そ の 他 

   600 

 

原 価 

   8,000 

売 上 

   10,000 

当 期 利 益 金 

   2,000 

 

○Ａ  

○Ａ  
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⑵ 当期の確定申告（設例の⑵の段階）  

＜会計処理＞  

【前期】  

○正当（売上及び棚卸資産の粉飾計上を行わなかったと仮定した場合）  

         Ｂ /Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

 

 

【当期】  

         Ｂ /Ｓ                Ｐ/Ｌ 

 

     

 

 

 

 

 

株主資本等変動計算書（抜粋） 

株主資本  100 

利益剰余金   

 当期首残高  2,000 

 過去の誤謬の訂正による 

累積的影響額  

 

△500 

 遡及処理後当期首残高 1,500 

 当期変動額   

  当期純利益  300 

 当期変動額計  300 

 当期末残高  1,800 

 

売 掛 金 

   700 

資 本 金 

   100 

棚 卸 資 産  

  300 

利 益 剰 余 金 

 1,500 

そ の 他 

   600 

 

原 価 

   8,200 

売 上 

    9,700 

当 期 利 益 金 

   1,500 

 

売 掛 金 

  600 

資 本 金 

   100 

棚 卸 資 産  

  200 

利 益 剰 余 金 

 1,800 

そ の 他 

   1,100 

 

原 価 

   6,200 

売 上 

   6,500 

当 期 利 益 金 

   300 

 

○Ｃ  

○Ｃ  

○Ｂ  

（○Ｃ ＋○Ｂ ） 

○Ｂ  
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＜税務処理＞  

【当期】  

○確定申告  

別表四 

区分  総額 留保分 社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  300 300  

加算  
  

 

減算  
  

 

所得金額又は欠損金額  300 300  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

売掛金（過年度遡及）  300   300 

棚卸資産（過年度遡及） 200   200 

繰越損益金  1,500 1,500 1,800 1,800 

差引合計額  2,000 1,500 1,800 2,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 前期の更正（設例の⑶の段階）  

＜税務処理＞ 

【前期】 

○更正 

別表四 

区分  総額 留保分  社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額 2,000 2,000  

加算  
  

 

減算 
売上過大計上（売掛金） 300 300  

原価過少計上（棚卸資産） 200 200  

所得金額又は欠損金額  1,500 1,500  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

売掛金（売上過大計上）   △300 △300 

棚卸資産（原価過少計上）   △200 △200 

繰越損益金    2,000 2,000 

差引合計額    1,500 1,500 

 

○Ｃ  

○Ｂ  

過年度遡及による影響額 500(300(売

掛金 )＋ 200(棚卸資産 ))と当期の期

首繰越損益金 1,500との合計額 2,000

は、前期の期末繰越損益金 2,000と一

致する。  

○Ａ  
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⑷ 前期の更正後（設例の⑶の後の段階） 

＜税務処理＞ 

【当期】  

○前期の更正反映後  

別表四 

区分  総額 留保分 社外流出分 

当期利益又は当期欠損の額  300 300  

加算  
  

 

減算  
  

 

所得金額又は欠損金額  300 300  

別表五（一）  

区分  期首金額 当期減 当期増  期末金額 

     

     

繰越損益金  1,500 1,500 1,800 1,800 

差引合計額  1,500 1,500 1,800 1,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○Ｂ  

○Ｃ  

［記載に当たっての留意点］  

前期の誤謬を修正再表示することにより、会計上、当期首に売掛金を 300、棚

卸資産を200、利益剰余金を500減額する経理が行われ、その時点で税務との差異

が解消されます。  

したがって、前期の別表五（一）の売掛金（売上過大計上）の期末金額△ 300

及び棚卸資産（原価過少計上）の期末金額△ 200は当期の別表五（一）の期首金

額には転記せず、当期の繰越損益金の期首金額には、修正再表示後の 1,500（前

期末の利益剰余金2,000＋累積的影響額△ 500）を記載します。  

当期の期首繰越損益金 1,500は、前期の更正

により計上された△ 500(△ 300(売掛金 )＋

△ 200(棚卸資産 ))と前期の期末繰越損益金

2,000との合計額1,500と一致する。  
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問９ 過年度事項の修正の内容を記載した書類  

 

 

 

 

 

 

答  

  過年度遡及会計基準に基づく遡及適用（会計方針の変更の場合）や修正再表示（過去

の誤謬の訂正の場合）が行われた場合には、利益剰余金の前期末残高と当期首残高が不

一致となるほか、これに伴って過年度又は当期における税務処理が必要となるケースが

生じます。 

そこで、これらの処理の適否が確認できるよう、当期前の貸借対照表、損益計算書又

は株主資本等変動計算書等（以下「計算書類」といいます。）に表示すべき事項（以下「過

年度事項」といいます。）の修正の内容が当期の計算書類に記載されていない場合には、

「過年度事項の修正の内容を記載した書類」を確定申告書に添付することとされていま

す（法74③、法規35二）。 

  この「過年度事項の修正の内容を記載した書類」とは、次の記載例のとおり、会計方

針の変更や過去の誤謬の内容、理由・原因、生じた事業年度、遡及処理の前後で影響を

受ける勘定科目・金額などを任意の様式に記載したものをいい、その書類を遡及適用や

修正再表示が行われた当期の確定申告書に添付することになります。 

  なお、会社計算規則に定める注記表にこれらの事項が表示されている場合には、改め

て「過年度事項の修正の内容を記載した書類」を作成する必要はなく、その注記表を確

定申告書に添付することで足ります。 

(注 ) 会社計算規則上は、注記表を作成することが原則とされていますが、企業会計の慣行上、

注記表を作成する代わりに、計算書類の脚注に注記事項を表示する方法も行われているとこ

ろです。この脚注に過年度事項の修正の内容が記載されている場合には、税務上も改めて書

類を作成し、確定申告書に添付する必要はありません。  

 

【記載例】 

（売上の計上基準を出荷基準から検収基準に変更した場合）（問３参照） 

  当社は、従来、出荷基準により売上を計上してきたが、取扱商品の変更に対応してよ

り適切な収益計上を行うため、当期から検収基準に変更した。  

この会計方針の変更は遡及適用されるため、前期の貸借対照表は、売掛金が 30減少し、

棚卸資産が20増加することにより、利益剰余金が10減少する。また、前期の損益計算書

は、売上が30、売上原価が20減少することにより、当期利益金が10減少する。 

  この結果、当期の株主資本等変動計算書の期首利益剰余金を 10減額している。  

 

（売上及び棚卸資産を仮装経理していた場合）（問８参照） 

  当社は、前期に仮装経理により売上及び棚卸資産を過大に計上していた。 

この過去の誤謬は修正再表示により訂正されるため、前期の貸借対照表は、売掛金が

300、棚卸資産が200減少することにより、利益剰余金が500減少する。また、前期の損益

計算書は、売上が300減少し、売上原価が200増加することにより、当期利益金が500減少

する。 

この結果、当期の株主資本等変動計算書の期首利益剰余金を 500減額している。 

問 当社は、当期から売上の計上基準を出荷基準から検収基準に変更し、過年度遡及会計

基準を適用して遡及処理をした上で、当期の確定申告書を提出する予定です。  

  このような場合、当期の確定申告書には、「過年度事項の修正の内容を記載した書類」

を添付する必要があると聞きましたが、この書類とは、どのようなものをいうのですか。 
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【参考条文】  

○法人税法施行規則（昭和 40年大蔵省令第 12号）（抄） 

 （確定申告書の添付書類）  

第35条 法第74条第３項（確定申告書の添付書類）に規定する財務省令で定める書類は、

次の各号に掲げるもの（当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号

に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的

記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載

した書類）とする。  

一 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書  

二 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の

処分表（これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、

その記載をした書類を含む。） 

イ 省 略 

ロ 過年度事項（当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計

算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処

分表に表示すべき事項をいう。）の修正の内容 

三～六 省 略 

 

○会社法（平成 17年法律第 86号）（抄）  

（計算書類等の作成及び保存）  

第 435条  省  略  

２  株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類（貸借

対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当

なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。）及び事業報

告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。  

３・４  省  略  

 

○会社計算規則（平成 18年法務省令第13号）（抄） 

（各事業年度に係る計算書類）  

第59条 法第435条第２項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成さ

れる株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。  

２・３  省  略  

 

（通則）  

第97条 注記表（個別注記表及び連結注記表をいう。以下この編において同じ。）について

は、この章の定めるところによる。  

 

（注記表の区分）  

第98条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。  

一・二 省 略 

三 会計方針の変更に関する注記  

四・五 省 略 

六 誤謬の訂正に関する注記  

七～十九 省 略 

２ 省 略 
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（会計方針の変更に関する注記）  

第102条の２ 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他

の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項（重要

性の乏しいものを除く。）とする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社及び持分

会社にあっては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。  

一 当該会計方針の変更の内容  

二 当該会計方針の変更の理由  

三 遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額  

四 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合

には、次に掲げる事項（当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難なときは、ロに掲げる事項を除く。）  

イ 計算書類又は連結計算書類の主な項目に対する影響額  

ロ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理

由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期  

ハ 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及

ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であ

るときは、当該事項  

２ 省 略 

 

（誤謬の訂正に関する注記）  

第102条の５ 誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項

（重要性の乏しいものを除く。）とする。  

一 当該誤謬の内容  

二 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額  
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